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�愛媛県告示第２０８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１０号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３００１４４１１６ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁
目２４番３８号 寺 河 駿 児童居宅

介護
株式会社悠遊社
大洲事業所

大洲市若宮４６７
番地１１

大洲市菅田町菅
田字山城戸甲９３
４

平成１７年
１２月２０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１００１１４１１１ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁
目２４番３８号 寺 河 駿

身体障害
者居宅介
護

株式会社悠遊社
大洲事業所

大洲市若宮４６７
番地１１

大洲市菅田町菅
田字山城戸甲９３
４

平成１７年
１２月２０日

毎週（火・金）曜日発行 第１７３５号 平成１８年２月１７日
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�愛媛県告示第２１１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ松江 松山市松江町５番３
外 駐車場の位置及び収容台数 ３箇所

２３９台
１箇所
１８２台

平成１８年
２月１日

平成１８年
１月３０日

駐車場の自動車の出入口の
数及び位置 ７箇所 ３箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２１２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ピコア２１三津 松山市三津三丁目５
番４０号

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

午前９時から午後
１２時まで ２４時間 平成１８年

２月４日
平成１８年
２月２日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前８時３０分から
午前０時３０分まで ２４時間

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２００１３１１１４ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁
目２４番３８号 寺 河 駿

知的障害
者居宅介
護

株式会社悠遊社
大洲事業所

大洲市若宮４６７
番地１１

大洲市菅田町菅
田字山城戸甲９３
４

平成１７年
１２月２０日

愛 媛 県 報平成１８年２月１７日 第１７３５号
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�愛媛県告示第２１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、大洲市土地改良区から次のとおり役員が就任した旨

の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������
�愛媛県告示第２１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、宇和島市土地改良区から次のとおり役員が退任した

旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第２１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町第四土地改良区（新名称・小松町第四

土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１７号
四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土

地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・川東地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・川東地区）計画書の写し

� 四国中央市三島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第２１８号
東温市松瀬川土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・鳥ノ

子地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 正 直 新居浜市阿島１１１－２

〃 真 鍋 麻 直 新居浜市阿島７３０－４

〃 前 田 和 男 新居浜市阿島１２

〃 白 石 章 敏 新居浜市阿島１５７－７

〃 矢 葺 弓 助 新居浜市阿島２０７

〃 真 鍋 勝 幸 新居浜市多喜浜６６－３３

〃 真 鍋 松 男 新居浜市阿島４３５

〃 伊 藤 一 男 新居浜市阿島９１６

監 事 井 下 正 光 新居浜市阿島９８２

〃 真 鍋 清 孝 新居浜市阿島１３６

〃 近 藤 豊 新居浜市阿島６５１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 正 直 新居浜市阿島１１１－２

〃 真 鍋 麻 直 新居浜市阿島７３０－４

〃 前 田 親 善 新居浜市多喜浜１０１５－６

〃 井 下 正 光 新居浜市阿島９８２

〃 白 石 章 敏 新居浜市阿島１５７－７

〃 矢 葺 弓 助 新居浜市阿島２０７

〃 前 田 和 男 新居浜市阿島１２

〃 真 鍋 松 男 新居浜市阿島４３５

監 事 井 下 和 夫 新居浜市阿島９１８

〃 真 鍋 清 孝 新居浜市阿島１３６

〃 近 藤 豊 新居浜市阿島６５４－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 山 光 男 大洲市田口甲２１５８番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 山 孝 司 宇和島市和霊元町１－６－３

〃 土 居 秀 徳 宇和島市三浦西３２６３

愛 媛 県 報平成１８年２月１７日 第１７３５号
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１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・鳥ノ子地区）計画書の写し

� 東温市松瀬川土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第２１９号
東温市北方土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・上海上

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・上海上地区）計画書の写し

� 東温市北方土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第２２０号
東温市南方土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・竹ノ鼻

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・竹ノ鼻地区）計画書の写し

� 東温市南方土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第２２１号
東温市牛渕上井手土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

上野地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・上野地区）計画書の写し

� 東温市牛渕上井手土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第２２２号
東温市下林上土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・昌林

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・昌林地区）計画書の写し

� 東温市下林上土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第２２３号
西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった土地改良事

業（農業用道路整備事業・三瓶南地区）の計画の変更は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（農業用道路整備事業・三瓶南地区）変

更計画書の写し

� 西予市三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

西予市役所三瓶総合支所

�������
�愛媛県告示第２２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・上吾川野々窪池地

区）の施行に平成１８年２月３日同意した。

平成１８年２月１７日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、松前町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中川原地区）の施

行に平成１８年２月３日同意した。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、砥部町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・拾町地区）の施行

に平成１８年２月３日同意した。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２７号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・一ケ谷地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・一ケ谷地区）計画書の写し

� 東温市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第２２８号
大洲市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・久米地区）の計画の変更は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条

の３第５項及び第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・

久米地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月２０日から３月１７日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所

�愛媛県告示第２２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、伊予市から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、伊予市から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、伊予市から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市黒瀬字篠辺谷乙２５４の６、乙２８８の１０、乙２８８の

１２、字薄ヶ瀬乙３３８の４、乙３３８の５、字落合乙３４０の１７

、西之川字老野丁７９の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２３３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第

２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について

、同法第１１２条第１項の規定による同意があったと認めたの

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かいがい排水） 大平小野地区 平成１７年１月３１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

中山間地域農村活性化総合
整備事業 上灘地区 平成８年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 尾崎天神池地区 平成１７年２月１８日
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で、同法第１１２条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（八幡浜地方局管内）

四ツ浜加入区

�������
�愛媛県告示第２３４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第

１項第１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等

補償法に基づく付保義務の発生（平成１４年２月愛媛県告示第

３４８号）による保険に付すべき義務は、平成１８年２月１６日限

り消滅したので、同条第２項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（八幡浜地方局管内）

四ツ浜加入区

�������
�愛媛県告示第２３５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年２月１７日から３月３日まで

�������
�愛媛県告示第２３６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智 忍

今治市大西町脇１０３２番地１

２ 埋立区域

� 位置

今治市吉海町仁江２１７８番から同２０２６番３までの地先公

有水面

� 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに１０

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８４メートル）における陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（今治市吉海町仁江２１９２番２地先に設置された金

属鋲）は、北緯３４度０８分０４秒、東経１３３度０３分４３秒の地

点

１点は、基点から真北８６度１０分００秒９０．６３メートルの

地点

２点は、１点から真北１７０度３８分００秒１８．４６メートル

の地点

３点は、２点から真北８２度１２分００秒１．５２メートルの地

点

４点は、３点から真北１７１度０４分００秒２８．５３メートル

の地点

５点は、４点から真北２４１度０８分００秒１３．６４メートル

の地点

６点は、５点から真北３４２度００分００秒１６．８７メートル

の地点

７点は、６点から真北７０度１４分００秒０．５０メートルの地

点

８点は、７点から真北３４１度５５分００秒４４．６５メートル

の地点

９点は、８点から真北６９度４０分００秒１６．４０メートルの

地点

１０点は、９点から真北３５１度４２分００秒６．９０メートルの

地点

� 面積

１，０３０．５８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成５年４月２０日 愛媛県指令４河第２０８号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年２月１７日

�������
�愛媛県告示第２３７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智 忍

今治市大西町脇１０３２番地１

２ 埋立区域

� 位置
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今治市吉海町仁江２１７７番から同２１９２番までの地先公有

水面

� 区域

次の１点から３２点までを順次直線で結んだ線並びに３２

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８４メートル）における陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

１点は、北緯３４度０７分５６秒、東経１３３度０４分０５秒の地

点

２点は、１点から真北１７１度４２分００秒６．９０メートルの

地点

３点は、２点から真北２４９度４０分００秒１８．６６メートル

の地点

４点は、３点から真北３４０度１４分００秒１．０２メートルの

地点

５点は、４点から真北２４９度３０分００秒６．６１メートルの

地点

６点は、５点から真北１６０度３０分００秒１．０１メートルの

地点

７点は、６点から真北２４９度４０分００秒１０．９６メートル

の地点

８点は、７点から真北３３９度５５分００秒１．０１メートルの

地点

９点は、８点から真北２４９度３７分００秒６．６０メートルの

地点

１０点は、９点から真北１６０度３０分００秒１．００メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２４９度３９分００秒１１．１４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３３９度４３分００秒０．９９メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２４９度５０分００秒６．６３メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１５７度３３分００秒１．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２４９度５０分００秒１１．１１メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３４２度０４分００秒０．９９メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２４９度５０分００秒６．６３メートルの

地点

１８点は、１７点から真北１６０度００分００秒１．００メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２５０度０４分００秒１０．６４メートル

の地点

２０点は、１９点から真北１６７度５４分００秒７．１８メートルの

地点

２１点は、２０点から真北２５７度０１分００秒１．０１メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１６８度２２分００秒１１．９６メートル

の地点

２３点は、２２点から真北７７度５７分００秒０．９８メートルの地

点

２４点は、２３点から真北１６８度３４分００秒７．８８メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２５８度０１分００秒１１．８６メートル

の地点

２６点は、２５点から真北３４８度１８分００秒２５．５５メートル

の地点

２７点は、２６点から真北４２度２４分００秒９．７０メートルの地

点

２８点は、２７点から真北４６度３９分００秒１１．６０メートルの

地点

２９点は、２８点から真北４９度１５分００秒１３．４８メートルの

地点

３０点は、２９点から真北６０度４３分００秒６．０３メートルの地

点

３１点は、３０点から真北６７度４０分００秒１８．１０メートルの

地点

３２点は、３１点から真北７４度１０分００秒１４．４７メートルの

地点

� 面積

１，４３１．２８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５７年１月２０日 愛媛県指令５６河第１００６号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年２月１７日

�������
�愛媛県告示第２３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定によ

り、道路の他の工作物との兼用工作物の管理の方法について

、次のとおり協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び松山地方局建設部に備え置

いて縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

主要地方道中島環状線

２ 他の工作物の名称

饒（畑里）漁港海岸保全施設

３ 兼用工作物の位置

愛媛県松山市畑里甲８１３番地先から同６２５番地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

海岸管理者 松山市長 中村 時広

住所 愛媛県松山市岩崎町一丁目７番７

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市御宝町１１９番地１

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。

以下同じ。）、改築、維持又は修繕は、道路専用施設（

路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物

その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物を

いう。以下同じ。）について道路管理者が、当該施設以

外の部分については、海岸管理者が行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は、次の各号に掲げる者が行う

ものとする。ただし、第１号又は第２号に掲げる場合に

愛 媛 県 報平成１８年２月１７日 第１７３５号

１１３



��������������

��������������

公 告

おいても、特に緊急に災害復旧を行う等の必要があると

きは、その都度協議して定めるところにより、海岸管理

者又は道路管理者がこれを行うものとする。

一 もっぱら道路専用施設に係る場合 道路管理者

二 もっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合

海岸管理者

� 前２項の規定によるほか、海岸法又は同法に基づく命

令の規定による兼用工作物の管理は海岸管理者が、道路

法又は同法に基づく命令の規定による兼用工作物の管理

は道路管理者が行うものとする。

６ 管理の期間

平成１８年２月１７日から当該路線を廃止する日又は海岸の

公用を廃止する日まで

�������
�愛媛県告示第２４１号
次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないの

で、当該宅地建物取引業者は、愛媛県土木部道路都市局建築

住宅課まで申し出られたい。

なお、この告示の日から３０日を経過しても当該宅地建物取

引業者から申出がないときは、宅地建物取引業者（昭和２７年

法律第１７６号）第６７条第１項の規定によりその免許を取り消

す。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成１８年度愛媛県立農業大学校入学試験（２次募集）を次

のとおり実施する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

平成１８年３月１０日（金） 学科試験及び面接試験

� アグリビジネス科

平成１８年３月１０日（金） 学科試験、面接試験及び口

頭試問

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び入学資格

� 総合農学科

コ ー ス 野 菜 複 合
コ ー ス

花 き 複 合
コ ー ス 果樹コース 畜産コース

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各コース合わせて２０人程度

入学資格 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５６条第１項
の規定に該当する者

� アグリビジネス科

�愛媛県告示第２３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線
今治市大西町九王甲２４３８番から

同町九王甲２４３０番２まで

旧 ２０．５～２９．０ ０．０１７

新 ２０．５ ０．０１７

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第７２号

平成１８年２月８日
伊予郡松前町大字鶴吉字安井前２９１番６及び２９１番７

伊予郡砥部町宮内４５４番地３
メゾン・ド・セシリア１０６号
安 藤 俊 太 郎

商 号 代表者の氏名 免許番号 免許年月日

有限会社
トーヨーホーム 石 田 和 男 愛媛県知事�

第４０３８号 平成１３年７月１４日
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コ ー ス 栽 培 育 種
コ ー ス

環境・流通
コ ー ス

家 畜 管 理
コ ー ス

食 品 加 工
コ ー ス

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各コース合わせて１０人程度

入学資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による短期大学を卒業した者
� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農
林水産大臣と協議して設置されたものに限る。
）を卒業した者

� �及び�に掲げるもののほか知事がこれらの
者と同等以上の学力を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

ア 必須科目 国語（古典及び古典講読を除く。）及び

数学�
イ 選択科目 農業科学基礎、化学�又は生物�のうち

１科目

� アグリビジネス科

ア 必須科目 農業経営

イ 選択科目 作物、園芸、畜産又は食品加工のうち１

科目

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

平成１８年２月２１日（火）から２８日（火）まで

� アグリビジネス科

平成１８年２月２１日（火）から２８日（火）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科

とも当該受付期間の締切日までの消印があるものは、受

け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学

校長に提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上

半身像で５センチメートル平方形のもの）

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校

に問い合わせること。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

教育情報通信ネットワークシステム運用管理・保守業

務

� 委託業務名及び数量

教育情報通信ネットワークシステム運用管理・保守業

務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１７

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理・

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅

速に履行し得る体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県教育委員会事務局教育総務課総務係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線２９２１

� 入札書の受領期限

平成１８年３月２９日（水）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

平成１８年２月１７日（金）から３月２８日（火）までの執

務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所
で交付する。

� 開札の日時及び場所

平成１８年３月２９日（水）午前１０時

愛媛県庁第一別館７階会議室

� 入札書の提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の

送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項

に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定

する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるもの。以下「郵便等」

という。）により提出すること。電送による提出は、認

めない。

� 郵便等による入札の取扱い

郵便等による入札の場合は、入札書は、平成１８年３月

２８日（火）午後５時１５分までに、�に掲げる場所に必着
のこと。

４ その他
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監 査 公 表

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参

加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を知事に

提出し、入札参加資格の確認を受けること。申請書は、

持参して提出することとし、郵便等又は電送によるもの

は、受け付けない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受付期間

平成１８年２月１７日（金）から３月１日（水）までの

執務時間中

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operational management and maintenance service for
Educational Information and Communication Network
System，one complete set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２９ March２００６
（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，２８ March
２００６）

� For further information，please contact： General
Affairs Section，Education General Affairs Division，
Board of Education，Ehime Prefectural Government，
４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext２９２１

�公表第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年２月１７日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一
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�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年２月１７日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

農 業 経 済 課 平成１７年１０月２４日

（監査の結果）

農業改良資金特別会計における農業改良資金貸付金償還金につい

ては、適期収入に留意が望まれる。

（措置の内容）

平成１６年度の農業改良資金貸付金償還金について、１件１，７０８千

円が当該年度内に収入されず、滞納繰越分となったが、平成１７年１１

月２１日に返済され、当該未納分は解消された。

今後とも、借受者に対し、期限内納入について注意を促すととも

に、関係機関と連携して適切な技術・経営等の指導を行っていく。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成１７年１１月２日

（監査の結果）

公務中の警察車両による事故が従来に増して多発しているため、

職員の意識の高揚と事故防止の徹底になお一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

１ 各種会議等における指導教養の実施

定例の次長会議や警察署に対する総合監察、各種巡回指導の機

会をとらえて、交通事故防止対策の徹底を指示している。また、

昨年１２月中旬から、年末年始の各種事故防止を目的として各所属

に対する随時監察を実施しており、その中で職員による交通事故

防止について厳しく指導している。

２ 職務倫理向上運動の実施

県警が組織を挙げて取り組んでいる職務倫理向上運動の一環と

して全職員を対象とした交通事故防止に関する小集団検討会を実

施し、職員の安全運転に関する意識付けを図っている。

３ 特別巡回指導の実施

平成１６年度から、当方の一方的過失による事故については、監

察官室による当事者及び監督者に対する特別巡回指導や、警察本

部への招致指導を実施しており、事故原因や背景等を究明すると

ともに職責の自覚を促し、緊張感を持った運転を心掛けるよう厳

しく指導している。

更に、特別巡回指導に至らない事故についても、その態様によ

っては事故防止レポートの提出を義務付け、交通安全意識の高揚

を図っている。

４ 基本的運転技術の向上方策

従来からの警察車両運転技能検定に加え、警察学校に職員を入

愛 媛 県 報平成１８年２月１７日 第１７３５号
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校させ運転免許センターにおける車両運転実技や体験シュミレー

ター等による実践的教育を実施することにより、事故回避のため

の運転技術の向上に努めている。また、一定の事故惹起者に対し

ては、警察車両の運転技能検定の再検定を義務付けるなど、厳し

く対応している。

愛 媛 県 報平成１８年２月１７日 第１７３５号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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